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韓国の国民年金制度
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はじめに：国民年金の皆年金成立の背景

韓国では，社会保障を国民の普遍的権利と謳う社
会保障基本法制定（����年）後，「生産的福祉」を掲
げた金大中政権（�����		�年）時代に，全ての国
民に最低生活を保障するという国民基礎生活保障法
（����年制定，�			年�	月施行）が成立するなど，社
会保障政策の一連の改革が行われた．この時期の社

会保障全般における改革の背景にはいくつかの要因
が働いているが，その中でもまず�	年代後半の経済
面での危機的状況を決定的要因として取り上げるこ
とができる．
戦後，���	�	年代にかけて韓国経済は軍事政権

のもと，「先成長後分配」の経済政策を掲げる権威主
義的開発路線を堅持してきた．その間，経済は高度
成長を遂げてきたが，いわゆる社会福祉・社会保障
部門の立ち遅れは避けられなかった．��年の文民

政権の誕生とともに権威主義的軍事政権には一応終
止符が打たれたが，社会福祉・社会保障部門におけ
る目立った改革はなされなかった．
����年 �月，タイにおいて通貨バーツの為替レー

トが急落した結果，通貨危機が勃発し，秋にはインド
ネシアに，冬には韓国に飛び火し，アジア全体の経
済・金融危機へと発展した．韓国では，自動車業界
�位の起亜自動車が経営破綻に陥るなど，企業の倒
産や経営破綻が相次いだ．それが引き金となり，��

月には通貨ウォンの為替レートが大幅に下落した．
その結果，外貨準備高が��億ドルにまで減少する危
機に直面することとなり，国際通貨基金（���）へ
の支援を要請した．世界銀行やアジア開発銀行，お
よび日本を含む各国政府からの融資額は�	億ドル
に達したと言われる．この経済危機により大量の失
業者が発生し，さまざまな社会問題が噴出するよう
になった ��．
韓国ではこの時期の経済危機を「���危機」と呼

び，危機に直面した経済・社会体制を「���体制」
と呼ぶようになった．����年��月に ���に緊急救

済を申請してから韓国社会は企業倒産と失業，構造
改革という渦に巻き込まれ，これまでの大手企業中
心の経済構造，政府・企業・金融機関の癒着と金融
機関の不健全性が浮き彫りにされた．特に，企業は
財政収支改善のために相対的に賃金の高い中高年
齢層をリストラの主な対象にした．政府の失業対策

は若年労働者を中心として実施されたので，いわゆ
る中産階層は大きな打撃を被った．このような中産
階層の崩壊に危機意識を感じた政府は，低所得層に
対する生活保護などの公的扶助の拡大（＝国民基礎
生活保障法の成立）や，���	年代初頭の時点で制度
としては存在していた四大社会保険（国民年金，医
療保険，雇用保険，産業災害補償保険）の充実をは
かり，とりわけ��年に導入された国民年金制度を
����年 �月に皆年金化した．

事実，この経済危機が訪れた際に，すでに社会的
セーフティーネットワークがある程度整備されてい
たなら，当時のような大混乱は避けることができた
ということも予想されるので，結局，経済危機が社
会保障部門の脆弱性を露出させ，その改善を促進さ
せたことになる．
しかし，この外部からの経済危機という要因だけ
でなく，より社会内在的要因も社会保障制度の改革・
確立に影響を与えた．��	年代後半，権威主義的軍

事政権から開放された市民社会の圧力は，労働運動
の先鋭化，市民運動や女性運動の政治化といった形
で現れるようになり，この時期の一連の社会福祉制
度の改革に際しては市民団体「参与連帯」などいわ
ゆる「�
世代」（当時�	代，大学生時代に��	年代
の民主化を経験した��
	年代生まれ）が率いる市民
運動が国会請願・議員立法などの手段を通じて働き
かけた点も無視できない��．
社会構造の面でも，高度経済成長とともに少子高

齢化の波が早いペースで押し寄せてきた．まず少子

化の推移をみると，����年の合計特殊出産率はす
でに����に下がっており，�			年に����，�		�年に
は����に激減した．�		�年度は同年度の日本よりも
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表 � 韓国の社会保険一覧
金早雪（����）��，をもとに作成．

 

低い数値になっている．また，高齢化率は�			年に
����と，比較的に若い人口構造を保っているが，こ
れも�	�	年には�	���，�	�	年に�����に達するこ
とが推計として出されているほど，急速な高齢化が

進むことが懸念されている��．経済危機という外部
からの衝撃もさることながら，急激な産業化を進め
てきた韓国社会は社会保障・社会福祉の立ち遅れに
対し，将来にツケを回すことがもはや不可能になっ
ているともいえる．
こうした背景への理解をもとに，以下においては，
韓国における国民年金制度と特徴とその問題点につ
いて概観していく．

国民年金の皆年金化とその特徴

まず，韓国の四大社会保険制度の概要を示すと，
表 �のようになる．
韓国における公的年金制度は��
	年の公務員年金

が最初であり，��
�年の軍人年金，����年の私立学
校教職員年金（私学年金）といった特殊職域年金制
度が続くことになる．国民年金制度の導入を通じた
福祉社会の建設を標榜し����年に「国民福祉年金法」

が制定されたが，��年の施行までは��年が経過し
ている．これは����年の第一次石油ショックの影響
で施行が無期延期されたからである．「国民福祉年
金法」は��
年に「国民年金法」として改正され，

��年の実施に至った．軍事政権が幕を閉じ，文民
政権に移行するための始めての大統領選挙（���

年）の中で各候補者が社会保障に関する公約を出し
たことも一つのきっかけになったといわれる��．た
だし，この時点では国民年金の適用対象者は段階的
に拡大するという方式が採用されていた．これは経
済的な負担能力と加入者を管理する上での行政側の
便宜，つまり効率を重視したためであり，導入当初
は従業員�	人以上の事業所勤労者に限定されてい

た．その後，����年 �月に従業員 �人以上の事業所
勤労者を，����年 �月には農漁民と農漁村地域の自
営業者を適用対象とし，����年 �月には都市地域の
自営業者と零細事業所勤労者，臨時職及び日雇職勤
労者にまで拡大するに至り，およそ�	年の年月を経
て国民皆年金が達成された ��．
�			年の国民年金法の改正においては，����年末

の ���危機による経済沈滞，所得の急減などを考慮
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表 � 現在の国民年金制度の概要
国庫支援；標準所得月額が最低等級にある農漁民に対して月�����

ウォンの保険料を補助したが，����年末で終了．

して基本年金額算定基準における所得の定義が変更
された．すなわち，従来の「年金受給前年度の平均
所得月額」から「年金受給直前の過去 �年間の平均
所得月額」に変更することにより，予期しない景気
変動などによる年金受給額の大幅な変化を緩和しよ
うとした．また，国民年金の加入を免除される無所
得者の対象年齢について，従来の��歳未満から��歳
未満へ引き上げられ，加給年金の対象も「年金受給

権取得当時の受給権者により生計が維持される者」
から，「年金受給権取得後の受給権者により生計が
維持される者」まで拡大した．現在の国民年金制度
の概要は，表 �のようにまとめられる．
国民年金制度は，都市地域住民まで加入対象が拡

大された����年をもって国民皆年金が達成された
が，制度の導入時に
	歳以上だった者や，
	歳まで
保険料を支払っても年金受給に必要な加入期間に満
たない者，さらには各種年金加入者の配偶者等が任

意加入の対象者として数多く存在している．任意加
入の対象者は，配偶者や家族従事者が加入する「任
意加入者」と，制度施行時に
	歳を超えていた者，
受給年齢までの加入年数が足りない者等が加入する
「任意継続加入者」に分類される．強制加入の対象で
ない配偶者や制度導入時に高齢だった者について，
年金受給権者により生計を立てている場合，「加給
年金」の給付によって対処される．つまり，韓国の
国民年金は，家族単位の年金給付として捉えること

ができる．夫婦が離婚する場合は，婚姻期間が �年
以上あれば婚姻期間に該当する年金額を夫婦間で均
等分割して受け取ることになっている．
国民年金の保険料は，表 �で示すように，報酬の

� �を労使で折半する形になっている．給付につい
てみてみると，国民年金の場合，「基本年金額」と
「加給年金額」に分けられる．加給年金とは，被保険
者の年金受給権取得後に被保険者により生計が維持
されている配偶者や�歳未満の子（または障害 �級

以上の子），また
	歳以上の父母（または障害 �級

以上の父母）に対する付加給付であり，一種の家族
手当的性格を持っている．給付額は����年以降，配
偶者には年間��万ウォン，それ以外の者には年間�	

万ウォンであり，毎年の物価変動に連動される．こ
のように加給年金額は非常に小さく，事実上年金給
付額のほとんどは基本年金額によって構成されてい
る．表 �は国民年金の類型別給付内容および受給者
数を示したものであるが，老齢年金の給付類型の中

で「完全」の受給額は平均所得月額のおよそ
	�に
設定されている��．

争点と展望

先進諸国に共通的に見られる社会保険制度の揺ら
ぎ，財政面での不安といったことは，立ち上げて間も
ない韓国の社会保険制度にも現われている．国民年
金制度に限ってみると，まず皆年金を達成した���

年の国民年金法改正には，すでに問題点として取り
上げられていた不安定財政，国民年金基金の運用に
対する国民不信への対応という側面があった．不安

定財政については，国民年金の完全給付が開始され
る�		年以降，年金給付支出が急激に増加，�	�	年
には財政赤字が発生し，�	��年に積立金が完全にな
くなるという予測が立てられていた ��．また，国民
年金基金の運用に対する国民不信は，政府が基金の
多くを市場金利よりも安い利子率で借り入れたこと
から生まれた．したがって，���年の法改正におい
ては，年金給付水準の引き下げと支給開始年齢の引
き上げが盛り込まれることになったのである．具体

的には，�	年加入の平均所得者に支給する給付水準
は従来の過去所得の�	�から
	�へ下げられ，年金
の支給開始年齢は
	歳から段階的に
�歳まで引き上
げられた．（表 �参照）
こういった財政面での不安や運用への不信感は，
完全に払拭されるに至らず，現在もほぼ同様の問題
提起がなされている．�		�年，韓国の東亜日報が�	

歳以上の国民年金加入者�	�人を対象に，現在政府
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表 � 国民年金の類型別給付内容および受給者数
許棟翰・角田由佳（����）���，および����保健福祉統計年報をもとに作成．

内で検討されている国民年金法の改正案に対する
世論調査を行った．政府案は，現行の月平均所得の
� �に設定されている年金保険料を，�	�	－�	�	年
の間に段階的に引き上げ，�����に設定するととも
に，月平均所得の
	�を支給する老齢年金の給付額
を�		年までに�	�に引き下げることを骨子として
いる．この年金改正案に対してなされた世論調査で
は，回答者の�����が反対，�
��が賛成，����が

分からないと答えた．これに対し，税金を財源とし
て全ての高齢者に最低生計費水準の年金を支給する

「基礎年金制」を導入すると同時に，稼得所得のある
者は追加的に年金に加入する案，つまり「基礎年金
制＋所得比例年金制」という案に対しては，回答者
の
	���が賛成，�����が反対，����が分からない
と答えた	�．
この結果から見ると，全ての国民に老後に定額の
年金を支給する公的年金システムとしての基礎年金
制の好感度が高く，現行の年金制度への不安が反映

されていることが分かる．現役時代の職業，所得水
準に関係なく，一定額の年金が支給されることが，
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肯定的な意見のポイントになっているともいえる．
実際，政府の改正案に対しては，それが年金基金

の枯渇を先送りにする効果しか持たないだけでなく，
現在の地域加入者の中で保険金納付例外者や滞納者

になって最小加入期間�	年に満たず年金の恩恵か
ら阻害される危険性のある死角地帯が
		万人にの
ぼる，という根本的な事態をごまかすに過ぎないと
いった批判も寄せられている．その反面，高齢化が
一層進むことが確実な韓国社会で，税金を財源にす
る基礎年金の導入は，まさに財政破綻を来たすだけ
という反論もあり，解決の道が見えない状況にある．

終 わ り に

韓国社会において，基本的な第一次セーフティ・

ネットとして四大社会保険制度が整備されたことは，
一つの大きな一歩であることに間違いはない．しか

し，国民年金に代表されるように，短いタイム・スパ
ンの中で短期的な局面を打開することに重点が置か
れ，長期的な眼目が機能しなった一面も否定できず，
現行の国民年金をめぐる議論の出発点もそこにある

と思われる．そういった意味で，いわゆる「���危
機」は，韓国における社会保障制度の整備を揺るが
す危機的局面でもあり，整備のためのターニング・
ポイントでもあった．現在の議論の焦点は，その整
備のスピードの性急さゆえのことと理解できる．
いずれ老後の生活保障を国民年金だけに求めるこ

とには無理があるだろうし，公的年金と企業年金・
私的部門の保障手段がともに考慮されるようなハイ
ブリッド・システムが要求されるだろう．まさに今，

韓国社会は，国民年金を含む全般的な社会保障のあ
り方が問い直される時期にさしかかっている．
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